
資格区分

地域要件

資格等

格付

配置する技術者

実績

その他

専任運転者は、受注者と直接雇用契約を結んでおり、大型第一種以上の運転免許を有
する実務経験が３年以上の者とする。
整備管理者は、道路運送車両法第５０条の整備管理者の資格要件を有する者とする。

平成２４年４月１日以降に、国または地方公共団体とバス運行管理業務委託の契約締結
並びに継続した１年以上の履行実績を有すること。

代表者が同一の法人にあっては、１つの法人のみでの参加を認める。

競争参加資格確認申請
書に添付する書類

（３）専任運転者の実務経験を証明する書類（配置予定技術者経歴証明書）

（４）専任運転者の直接雇用契約を結んでいることを証明する書類
　　（雇用契約書の写し、健康保険証の写し等）

（５）実績を証明する書類（契約書・仕様書の写し）

（１）一般競争入札参加資格要件確認申請書（入札情報サービスに掲載している書式）

（２）配置する技術者の資格を証明する書類
　　（運転免許証の写し、自動車整備士技能検定合格証書の写し等）

入札参加申請書受付締
切日等

令和 4年 6月30日 （木）午後7時までに通知する。

電子入札システムにおいて、令和 4年 6月30日 （木） 午後 5時00分 まで下記必要書類
を添付して申請すること。

【紙入札】

令和 4年 6月30日 （木） 午後 5時00分 （郵送の場合は、当日必着）までに下記必要書
類に『紙入札届』を添えて、契約課窓口へ持参又は指定場所に郵送すること。
郵送の場合は、船橋市電子調達システム運用基準（物品調達等）３－７－３を確認のう
え、指定した方法にて郵送すること。

【審査結果】

【電子入札】

本入札の参加者に必要な資格等

委託

なし

なし

Ａランク

船橋市公告第2号の69

『船橋市立船橋特別支援学校スクールバス（Ｂ・Ｃコース）運行管理業務委託』の一般競争入札の実施について

　地方自治法施行令第１６７条の６の規定により、一般競争入札を次のとおり実施する。本入札は、ちば電子調達シ
ステムにより行う。
　なお、本入札の入札手続等は、『船橋市物品調達等一般競争入札実施要領』及び『船橋市電子調達システム運
用基準（物品調達等）』に基づき実施する。

令和 4年 6月15日

記

船橋市長　松戸　徹

（ 公 印 省 略 ）

委託内容 別紙仕様書のとおり

委託期間 令和 5年 4月 1日　～　令和10年 3月31日

¥108,000,000 （消費税及び地方消費税を含まない）予定価格

業務番号及び業務委託名 DB16 船橋市立船橋特別支援学校スクールバス（Ｂ・Ｃコース）運行管理業務委託

業務委託場所及び施設名 船橋市金堀町３４９番１　船橋市高根台２丁目１番１号　　船橋市立船橋特別支援学校

最低制限価格 ¥86,400,000 （消費税及び地方消費税を含まない）



契約課　物品契約係
電話　０４７－４３６－２１７７

落札者の決定方法及び
契約金額

落札者の入札金額に当該入札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算し
た金額（当該金額に１円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てた金額）をもって
落札金額（契約金額）とする。

問い合わせ先

契約書の縦覧

無効となる入札 『船橋市物品調達等一般競争入札実施要領』第１7条に該当する入札

開札方法
開札日時後に速やかにちば電子調達システムで行う。
紙入札業者がいる場合は、入札執行職員が、紙入札書を開封し、その内容をちば電子
調達システムに登録後、電子入札書を一括開封し、開札を行うものとする。

入札金額
入札金額は、消費税課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額とする。

開札への立ち会い
開札の立ち会いを希望する者は、『一般競争入札参加資格要件確認申請書』記載責
任者欄で“希望する”とし、開札時間１０分前までに契約課窓口へ来ること。

1回

落札候補者となった場合

内訳書の添付 無

入札参加資格要件、契約までの手続き等について協議を行うことがあるため、開札日は
契約責任者と連絡が取れる体制を整えておくこと。

入札の辞退 入札書受付締切日時までは、いつでも入札を辞退することができる。

入札回数

契約課窓口にて、令和 4年 7月 6日（水）まで公表する。

入札保証金
免除する。ただし、期限までに契約を締結しないときは、落札金額の１００分の５に相当す
る額の違約金を徴収する。

開札日時及び場所 令和 4年 7月 8日 （金） 午後 2時00分　市役所６階入札室

入札参加資格審査結果
への不服

入札参加資格の審査結果に不服がある者は、通知日から起算して閉庁日を除き３日以
内に書面にて説明を求めることができる。説明を求められた場合には、受理した日から
起算して閉庁日を除き３日以内に回答する。

③ちば電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合は、入札の取り止
   め、又は開札日時等の延期を行うことができる。
　 また、すべての業者を紙での入札へ移行することができるものとする。

④その他入札公告後、予測できない事情により入札の競争性、公平性、公正性を保つ
   ことが困難であると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることが
   できる。

入札の取り止め等

①入札参加を認められた者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入
   札を公正に執行することができないと認められたときは、当該入札参加者を参加させ
   ず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

②入札者が１者である等により、競争性を確保することが困難であると判断した場合に
   は、入札を取り止めることができる。

申請書等の虚偽記載
提出された申請書等に明らかな虚偽があり、特に悪質と認められる場合には、船橋市建
設工事請負業者等指名停止措置要領に基づき指名停止することができる。

ＩＣカードの名義人
本市入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人（年間委任状にある受任者）とす
る。ただし、代理人は代表者のＩＣカードを利用できるものとする。

令和 4年 7月 6日 （水） 午後 5時00分 まで　（郵送の場合は、当日必着）

支出区分 月払

入札期間
令和 4年 7月 1日 （金） 午前 9時00分 から

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

設計図書等に対する質
問締切日等

令和 4年 6月23日 （木） 正午まで

質問があった場合の回答は、令和4年6月27日（月）までに入札情報サービスに掲載する。

質問方法

＊E-mail、FAXともに契約課へ送信後、必ず電話により着信確認をすること。

上記期間までに契約課へＥメール又はFAXにて行うこと。

【Ｅメールアドレス】　keiyaku@city.funabashi.lg.jp

【FAX】　047-436-2184　


